
公共施設使用料について、定期的な見直しを行った結果、令和９年４月利用分から変更します。
近隣自治体との比較による変更ですが、急激な負担の増加を緩和するため、引上げは概ね1.45倍を上限とします。
高齢者福祉関係団体による高齢者元気ッス館娯楽室の専用利用は無料でしたが、新たに使用料がかかります。
社会教育関係団体の使用料減免は、令和９年３月利用分をもちまして終了します。
市外の人が施設を使用する場合は、２倍の使用料になります（営利・販売の加算がある場合は加算分も必要）。

▽東部市民プラザ使用料変更一覧 R9.4から R9.3まで

　区　　分 新料金 現行料金 備考
午前 午前９時～正午 1,030円 710円 バドミントン１面分

午後１ 正午～午後３時 1,160円 800円
午後２ 午後３時～午後６時 1,160円 800円
夜間 午後６時～午後９時 1,350円 930円
午前 午前９時～正午 3,060円 2,110円 バレーボール１面分

午後１ 正午～午後３時 3,470円 2,390円
午後２ 午後３時～午後６時 3,470円 2,390円
夜間 午後６時～午後９時 4,050円 2,790円
午前 午前９時～正午 6,120円 4,220円 バレーボール２面分

午後１ 正午～午後３時 6,920円 4,770円
午後２ 午後３時～午後６時 6,920円 4,770円
夜間 午後６時～午後９時 8,080円 5,570円
午前 午前９時～正午 1,190円 820円 ９２㎡　鏡あり

午後１ 正午～午後３時 1,450円 1,000円
午後２ 午後３時～午後６時 1,450円 1,000円
夜間 午後６時～午後９時 2,260円 1,560円
午前 午前９時～正午 1,510円 1,220円 最大９６人

午後 午後１時～午後５時 2,460円 1,980円 机２４、椅子４８常設

夜間 午後６時～午後９時 2,860円 2,310円 マイク、スクリーン有

午前 午前９時～正午 1,020円 820円 最大７２人

午後 午後１時～午後５時 1,650円 1,330円 机１６、椅子３２常設

夜間 午後６時～午後９時 1,930円 1,560円
午前 午前９時～正午 450円 360円 最大２４人

午後 午後１時～午後５時 740円 600円 机８、椅子２４常設

夜間 午後６時～午後９時 870円 700円
午前 午前９時～正午 710円 570円 陶芸専用室

午後 午後１時～午後５時 1,140円 920円 ２５人

夜間 午後６時～午後９時 1,340円 1,080円
素焼き１回につき 2,790円 2,400円
本焼き１回につき 3,700円 3,640円

午前 午前９時～正午 710円 570円 床Ｐタイル

午後 午後１時～午後５時 1,140円 920円 机９、椅子３６常設

夜間 午後６時～午後９時 1,340円 1,080円
午前 午前９時～正午 300円 300円 １２．５畳

午後 午後１時～午後５時 490円 490円
夜間 午後６時～午後９時 660円 650円
午前 午前９時～正午 300円 300円 １２．５畳

午後 午後１時～午後５時 490円 490円
夜間 午後６時～午後９時 660円 650円

１時間につき
（専用利用）

290円 ―
５０畳　窓口で予約
カラオケ設備有

１時間につき
（専用利用）

260円 ―
４５畳　窓口で予約
午後５時まで無料

①和室１・２（夜間）、研修室１内の電気窯（本焼き）は、消費税増税相当分の引上げのみです。
　 和室１・２（午前・午後）は変更ありません。
②娯楽室１・２の専用利用ができるのは高齢者福祉関係団体のみです。予約は事務所窓口でおこなってください。
　 娯楽室２（利用対象者は６０歳以上の碧南市民。将棋・囲碁セット有）は、午後５時までの自由利用は無料です。
③営利目的の利用（２倍）、販売行為を伴う利用（３倍）の加算についてはこれまで通りです。
　 例 ： 市外の人が営利目的で利用する場合は、市外２倍×営利２倍＝４倍になります。

公共施設使用料を変更します（令和9年4月利用分～）

和　室１

和　室２

アリーナ １/６面

１/２面

全面

会議室１

会議室２

会議室３

研修室１（陶芸用のみ）

陶芸用電気窯（研修室１内）

研修室２

窓口で予約。研修室１
の予約も別途必要。

プレイルーム

名　　称

高齢者
元気ッス館

娯楽室１
（午前９時～午後９時）

娯楽室２
（午後５時～午後９時）


